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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行新株予約権証券(第５回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数
5,000個(新株予約権１個につき100株)
(注)　上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により割

り当てる新株予約権の数が減少することがあります。

発行価額の総額 3,000,000円

発行価格 新株予約権１個につき600円(新株予約権の目的である株式１株当たり６円)

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成27年11月16日

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
ネットイヤーグループ株式会社　事業推進部
東京都中央区銀座二丁目15番２号

払込期日 平成27年12月14日

割当日 平成27年11月20日

払込取扱場所 株式会社三菱東京UFJ銀行　渋谷中央支店
 

(注) １．第５回新株予約権証券(以下、「本新株予約権」という。)は、平成27年10月29日開催の当社取締役会決議に

基づき発行するものであります。

２．本新株予約権の申込は、申込期間内に申込取扱場所に所定の申込書を提出することにより行うものとしま

す。

３．本新株予約権の募集は、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して行うものであります。対象となる

人員及び内訳は、以下のとおりであります。なお、下記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであ

り、申込数等により減少することがあります。
 

対象者 人数 割当新株予約権数

当社取締役 4名 2,300個

当社従業員 29名 2,130個

当社子会社取締役 5名 480個

当社子会社従業員 6名 90個

合計 44名 5,000個
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(2) 【新株予約権の内容等】

 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準とな

る株式である。

なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。

新株予約権の目的となる株式の数 500,000株

本新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」とい

う。)は、当社普通株式100株とする。

ただし、付与株式数は下記(注)１.の定めにより調整を受けることがある。

新株予約権の行使時の払込金額 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定され

る１株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を

乗じた金額とする。

行使価額は、金862円とする。

ただし、行使価額は下記(注)２．の定めにより調整を受けることがある。

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価額の総額

434,000,000円

(注)　ただし、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新

株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が

取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の

総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算

した金額は減少する。

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、

行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総

額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額

を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の対象株式数で

除した額とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加

する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出され

る資本金等増加限度額の２分の１の金額とし(計算の結果１円未満の端

数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増

加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の

額とする。

新株予約権の行使期間 平成31年７月１日から平成34年11月19日までとする。

新株予約権の行使請求の受付場所、

取次場所及び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所

ネットイヤーグループ株式会社　事業推進部

東京都中央区銀座二丁目15番２号

２．新株予約権の行使請求の取次場所

該当事項はありません。

３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所

株式会社三菱東京UFJ銀行　渋谷中央支店
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新株予約権の行使の条件 １．新株予約権者は、平成31年３月期から平成32年３月期までのいずれか

の期ののれん償却前営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結

損益計算書(連結損益計算書を作成してない場合、損益計算書)におけ

る営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フ

ロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)におけ

るのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が、下記

(ⅰ)、(ⅱ)に掲げる条件を達成した場合において、以下の割合(以下、

「行使可能割合」という。)に応じて、当該条件を最初に充たした期の

有価証券報告書の提出日の翌月１日から本新株予約権を行使すること

ができる。

(ⅰ)700百万円を超過している場合

行使可能割合：50％

(ⅱ)1,000百万円を超過している場合

行使可能割合：100％

２．新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当

社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただ

し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締

役会が認めた場合は、この限りではない。

３．新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

４．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点にお

ける授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行

使を行うことはできない。

５．各本新株予約権の１個未満の行使を行うことはできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取

得の条件

１．当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割につ

いての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株

式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の

承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当

社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無

償で取得することができる。

２．新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条

件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設

分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」と

いう。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に

対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに

掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の

条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って

再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画にお

いて定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付す

る。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株

式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組

織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込

金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、

上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社

の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行

為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使

期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議に

よる承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定す

る。
 

(注) １．付与株式数の調整

付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)

または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権

のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生

じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。

２．行使価額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 
調整後

行使価額

 
＝

 
調整前

行使価額

 
×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株あたり払込金額

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。

３．本新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名

称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座(社債、株式等の振替に関す

る法律第131条第３項に定める特別口座を除く。)のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印した

うえ、これを上記表中「新株予約権の行使期間」欄の行使期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受

付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第１項「新株予約権の行使請求の受付場所」に提出し、かつ、か

かる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額を現金にて上記表中「新株予約権

の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第３項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」

の当社が指定する口座に振り込むものとします。

(2) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。

４．本新株予約権の行使の効力発生時期

本新株予約権の行使の効力は、(1)行使請求に必要な書類が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、

取次場所及び払込取扱場所」欄第１項「新株予約権の行使請求の受付場所」に到着し、かつ(2)当該本新株

予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所」欄第３項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に入金さ

れた場合において、当該行使請求書にかかる新株予約権行使請求取次日に発生するものとします。

５．本新株予約権証券の発行及び株券の発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券及び行使請求による株券を発行しない。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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２ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

434,000,000 2,500,000 431,500,000
 

(注) １．払込金額の総額は、新株予約権の払込金額の総額(3,000,000円)に新株予約権の行使に際して払い込むべき

金額の合計額(431,000,000円)を合算した金額であります。

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

３．本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失

した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少いたし

ます。

 

(2) 【手取金の使途】

本新株予約権の募集は、当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資するこ

とを目的として付与するものであり、資金調達を目的としておりません。

また、新株予約権の行使の決定は新株予約権の割当てを受けた者の判断に委ねられるため、本新株予約権の行使

に際して払い込むべき金額は、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。従って、

手取金は運転資金に充当する予定でありますが、具体的な金額については、行使による払込みがなされた時点の状

況に応じて決定いたします。

　

 
第２ 【売出要項】

　

該当事項はありません。

　

 
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

　

該当事項はありません。

　

 
第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

第１ 【公開買付けの概要】

 

該当事項はありません。

 
 
第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 
 
第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

 

該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】

 

１．事業等のリスクについて

後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書(第16期)及び四半期報告書(第17期第１四半期)に記載された「事業等

のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書提出日までの間に生じた変更その他の事

由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日現在におい

て変更の必要はないものと判断しております。

 

２．臨時報告書の提出について

後記「第四部　組込情報」の第16期有価証券報告書の提出日(平成27年６月26日)以降、本有価証券届出書提出日ま

での間において、下記の臨時報告書を提出しております。

 
(平成27年６月30日提出の臨時報告書)

１　提出理由

当社は、平成27年６月25日の第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する

ものであります

 
２　報告内容

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年６月25日

 
(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金３円25銭　総額22,274,635円

ロ　効力発生日

平成27年６月26日

第２号議案　定款一部変更の件

発行可能株式総数の変更及び責任限定契約に関する変更。

第３号議案　取締役１名選任の件

取締役として、石井克彦氏を選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、古田利雄氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金処分の件

39,005 121 82 (注)１ 可決 99.48％

第２号議案
定款一部変更の件

38,893 233 82 (注)２ 可決 99.20％

第３号議案
取締役１名選任の件

   
(注)３

  

石井　克彦 38,929 197 82 可決 99.29％

第４号議案
監査役１名選任の件

   
(注)３

  

古田　利雄 38,975 151 82 可決 99.41％
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。

　

３．資本金の増減について

後記「第四部　組込情報」の第16期有価証券報告書に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日(平成27年６

月26日)以後、本有価証券届出書提出日までの間において、以下のとおり変化しております。

 

年月日

資本金 資本準備金

増減額(千円) 残高(千円) 増減額(千円) 残高(千円)

平成27年４月１日～
平成27年６月30日(注)

73 544,323 73 579,893

平成27年７月１日～
平成27年10月29日(注)

184 544,507 183 580,076
 

(注)　新株予約権の権利行使による増加であります。

 
４．最近の業績の概要について

平成27年10月29日に開示いたしました平成28年３月期第２四半期決算短信に記載されている第17期第２四半期連結

累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）に係る四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書

は以下のとおりであります。

なお、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令　第64号）に基づいて

作成しております。

また、この四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく

監査法人の四半期レビューを終了していないため、四半期レビュー報告書は受領しておりません。
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　四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,463,732 1,406,953

  受取手形及び売掛金 1,271,205 980,467

  有価証券 － 50,000

  仕掛品 69,617 179,844

  原材料及び貯蔵品 508 907

  繰延税金資産 81,353 71,396

  その他 61,474 97,169

  流動資産合計 2,947,890 2,786,740

 固定資産   

  有形固定資産 89,980 82,395

  無形固定資産   

   のれん 54,732 46,722

   その他 70,473 88,644

   無形固定資産合計 125,205 135,366

  投資その他の資産   

   投資有価証券 66,054 15,914

   敷金及び保証金 112,577 110,270

   繰延税金資産 9,851 9,664

   その他 1,427 1,174

   投資その他の資産合計 189,910 137,023

  固定資産合計 405,096 354,786

 資産合計 3,352,986 3,141,526

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 384,123 309,741

  1年内返済予定の長期借入金 116,712 105,622

  未払金 125,858 102,929

  未払法人税等 131,170 80,829

  賞与引当金 175,850 132,187

  その他 286,624 215,419

  流動負債合計 1,220,339 946,730

 固定負債   

  長期借入金 149,359 102,093

  繰延税金負債 140 －

  その他 10,321 10,321

  固定負債合計 159,821 112,414

 負債合計 1,380,161 1,059,145
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 544,249 544,507

  資本剰余金 625,303 625,559

  利益剰余金 789,699 900,224

  自己株式 △23 △23

  株主資本合計 1,959,229 2,070,267

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 284 △128

  その他の包括利益累計額合計 284 △128

 非支配株主持分 13,311 12,241

 純資産合計 1,972,825 2,082,381

負債純資産合計 3,352,986 3,141,526
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 3,234,756 3,667,464

売上原価 2,585,832 2,915,649

売上総利益 648,923 751,815

販売費及び一般管理費 513,202 535,476

営業利益 135,720 216,338

営業外収益   

 受取利息 536 598

 その他 4,810 1,373

 営業外収益合計 5,346 1,972

営業外費用   

 支払利息 2,644 1,534

 支払手数料 375 1,812

 その他 946 886

 営業外費用合計 3,966 4,232

経常利益 137,101 214,078

税金等調整前四半期純利益 137,101 214,078

法人税、住民税及び事業税 74,921 72,142

法人税等調整額 △194 10,206

法人税等合計 74,726 82,349

四半期純利益 62,374 131,729

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

854 △1,070

親会社株主に帰属する四半期純利益 61,520 132,799
 

 

EDINET提出書類

ネットイヤーグループ株式会社(E05736)

有価証券届出書（組込方式）

13/21



 

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 62,374 131,729

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 224 △412

 その他の包括利益合計 224 △412

四半期包括利益 62,599 131,316

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 61,744 132,386

 非支配株主に係る四半期包括利益 854 △1,070
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

 

（重要な後発事象）

（新株予約権の発行）

当社は、平成27年10月29日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社

及び当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受け

る者の募集をすることにつき以下の内容のとおり決議いたしました。

 

１．新株予約権の募集の目的及び理由　

当社グループの中長期的な企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社グループ

社員の結束力をさらに高めることを目的として、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株

予約権を発行するものであります。　

２．新株予約権の発行要項

（１）新株予約権の数　　　　　　　　　　5,000個

（２）発行価額　　　　　　　　　　　　　新株予約権１個当たり600円

（３）新株予約権の目的となる株式の種類　新株予約権１個当たり普通株式100株

（４）行使価額　　　　　　　　　　　　　１株当たり862円

（５）新株予約権の行使期間　　　　　　　平成31年７月１日から平成34年11月19日まで

（６）新株予約権の行使により増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。　

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

（８）新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、平成31年３月期から平成32年３月期までのいずれかの期ののれん償却前営業利益（当社

の有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成してない場合、損益計算書）にお

ける営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場

合、キャッシュ・フロー計算書）におけるのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。）が、下

記（ⅰ）、（ⅱ）に掲げる条件を達成した場合において、以下の割合（以下、「行使可能割合」とい

う。）に応じて、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月１日から本新株予約権を

行使することができる。

（ⅰ）700百万円を超過している場合

行使可能割合：50％

（ⅱ）1,000百万円を超過している場合

行使可能割合：100％

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または

従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役

会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな

るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

（９）新株予約権の割当日　　　　　　　　平成27年11月20日
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（10）新株予約権の割当てを受ける者及び数

当社取締役　　　　４名　2,300個

当社従業員　　　　29名　2,130個

当社子会社取締役　５名　　480個

当社子会社従業員　６名　　 90個

 

EDINET提出書類

ネットイヤーグループ株式会社(E05736)

有価証券届出書（組込方式）

16/21



 

第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 

有価証券報告書
 

事業年度
(第16期)

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

平成27年６月26日
関東財務局長に提出

四半期報告書
 

事業年度
(第17期第１四半期)

自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日

平成27年８月７日
関東財務局長に提出

 

 
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出した

データを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4－１

に基づき本届出書の添付書類としております。

　

 
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

 

第六部 【特別情報】

 
第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ネットイヤーグループ株式会社(E05736)

有価証券届出書（組込方式）

17/21



独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成27年６月25日

ネットイヤーグループ株式会社

取締役会  御中

 

有限責任監査法人トーマツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   中　　桐　　光　　康     ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   山 野 辺　　純　　一     ㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるネットイヤーグループ株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ

た。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

ネットイヤーグループ株式会社及び連結子会社の平成27年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会

計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ネットイヤーグループ株式会

社の平成27年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、ネットイヤーグループ株式会社が平成27年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

※１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成27年６月25日

ネットイヤーグループ株式会社

取締役会  御中

 

有限責任監査法人トーマツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   中　　桐　　光　　康     ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   山 野 辺　　純　　一     ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるネットイヤーグループ株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第16期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査

を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ネット

イヤーグループ株式会社の平成27年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上
　

 

※１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年８月６日
 

 

ネットイヤーグループ株式会社

取　締　役　会 御中
 
 

　

有限責任監査法人トーマツ 
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　中　　桐　　光　　康　　印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　山 野 辺　　純　　一　　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているネットイヤーグ

ループ株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成27年４月

１日から平成27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につ

いて四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ネットイヤーグループ株式会社及び連結子会社の平成27年６月30

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

　
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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